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②
水
成
岩
類

本
村
の
内
下
田
原
は
全
部
水
成
岩
よ
り
成
り
、
地
質
図
那
地
図
幅
中
の
第

二
区
域
に
属
せ
り
。
今
地
質
説
明
書
に
依
り
之
を
概
記
せ
ん
に
、
本
郡
の
太
田

川
筋
を
延
長
し
て
湯
の
峰
に
達
す
る
線
を
東
端
と
し
、
西
牟
婁
郡
朝
来
村
、
生

馬
村
、
下
三
栖
村
を
西
端
に
す
る
区
域
を
第
二
区
と
し
、
一
般
に
北
四
十
度
乃

至
六
十
度
東
の
走
向
を
有
し
、
西
北
又
は
東
南
へ
傾
斜
す
、
其
の
西
北
斜
す
る

も
の
多
く
し
て
五
十
度
を
最
大
角
度
と
す
れ
ど
も
、
東
南
斜
に
す
る
も
の
は
二

十
五
度
を
最
大
と
す
。
岩
石
は
火

山
岩
を
除
く
以
外
は
、
蠻
岩
、
頁
岩
、
泥

岩
、
及
び
石
灰
岩
に
し
て
、
累
層
中
の
砂
岩
は
第
二
区
域
の
も
の
に
比
し
て
大
い

に
硬
く
、
白
色
或
は
灰
色
な
り
。
白
色
の
も
の
は
粗
粒
質
な
り
粗
粒
質
に
し
て

多
く
は
厚
層
を
為
し
、
長
石
質
な
り
。
時
に
蠻
岩
質
に
移
る
も
の
あ
り
、
灰
色

な
る
も
の
は
細
粒
質
緻
密
な
る
を
常
と
し
、
薄
層
を
為
し
て
頁
岩
と
互
層
す
る

も
の
に
多
し
と
す
。
頁
岩
は
灰
色
乃
至
黒
色
に
し
て
往
々
帯
緑
帯
青
な
り
。
而

し
て
砂
質
な
る
も
の
珍
し
か
ら
ず
、
蠻
岩
は
往
々
厚
層
を
為
し
、
砂
岩
頁
岩
互

層
及
び
覆
せ
り
。
砂
を
以
て
膠
結
物
と
し
尤
頭
大
よ
り(

普
通
鶏
卵
大
以
下)

砂

岩
、
頁
岩
、
閃
緑
岩
礫
よ
り
成
れ
り
。

③
沖
積
層

第
四
紀
層
に
属
せ
る
沖
積
層
は
下
田
原
の
海
岸
付
近
僅
か
に
之
を
認
む
る

を
得
べ
し
。
地
質
説
明
書
に
曰
く

「
本
層
は
沖
積
層
期
以
後
殆
ど
地
変
な
く
、
今
日
の
河
海
が
沈
積
せ
し
跡
に

し
て
、
現
時
尚
を
其
の
作
用
を
連
続
す
る
も
の
な
る
を
以
て
、
地
質
は
柔
軟
の

泥
土
或
い
は
砂
礫
よ
り
成
り
、
層
位
水
平
な
る
を
定
則
と
す
。
本
図
幅
は
殆
ど

全
土
山
岳
地
に
し
て
至
る
所
山
相
迫
り
河
亦
多
く
は
小
に
し
て
流
勢
急
な
れ

ば
、
従
っ
て
沖
積
層
の
見
る
べ
き
も
の
自
か
ら
少
な
し
、
御
坊
町
、
南
部
町
、
新

宮
町
於
い
て
稍
大
な
る
も
の
あ
る
に
過
ぎ
ず
。
」

④
海
蝕
台
地

西
山
一
帯
の
丘
陵
は
熊
野
海
岸(

宇
久
井
村
よ
り
日
置
川
口
に
至
る
約
二
十

里
間)

特
有
の
海
蝕
台
地
の
一
に
し
て
海
抜
百
尺
位
の
高
さ
に
て
極
め
て
緩
傾

斜
を
以
て
南
方
に
傾
斜
せ
り
。
こ
れ
海
水
の
浸
蝕
作
用
の
結
果
に
よ
り
、
海
中

に
生
じ
た
る
も
の
が
、
土
地
の
隆
起
作
用
に
因
っ
て
陸
上
に
表
出
し
た
る
も
の
な

り
と
す
。

⑤
鑛
泉

鑛
泉
は
大
字
上
田
原
の
渓
間
野
瀬
の
間
に
鷺
湯
温
泉
あ
り
。
又
大
字
佐
部
の

渓
間
湯
ノ
谷
に
薬
師
の
温
泉
あ
り
。
汲
み
取
り
て
自
家
用
療
養
に
供
す
る
の
み

に
し
て
未
だ
浴
場
の
設
け
な
し
。

第
三
章

区
劃

及

戸
口

一
、
村
内
小
字
名

大
字
下
田
原
ノ
部

城
道
吹
上

和
田
ノ
前

濱

上
之
地

坊

渡
り
瀬

ア
リ
フ
ジ

中
田

下
モ
才

片
田

丸
山

堂
道

女
郎
神

山
中

城
郭

荒
船

山
谷

東
向

中
屋

中
ノ
川

玉
蔵
院

五
平

ヘ
ク
サ
ビ

宝
島

津
荷
ノ
郷

大
字
佐
部
ノ
部

佐
部
ノ
口

地
下
坪

根
木
地

佐
部
ノ
丸

道
々
路
口

小
池
ノ
口

長
浦

乙
ガ
シ
キ

湯
ノ
谷
口

下
越

瀧
ノ
口

大
河

大
畑
ケ

湯
ノ
谷
奥

木
村

廣
田

向
井
ノ
宇
井

脇
ノ
地

廣
井

田
ノ
洞

芝
田

津
荷
郷
ノ
奥

ゴ
ラ
ギ

瀧
ノ
頭

根
ジ
見

大
川
端

据
石

峠
ノ
前

大
畑
谷

ヲ
ジ
カ
畑

石
畑

市
洞

大
字
上
田
原
ノ
部

石
瀬
戸

上
段

物
譯
場

枇
葉
谷
口

 
ノ
平

柿
ノ
嵜

緑
リ
ウ
井

野
ヲ
瀬

鍋
ノ
裏

徳
右
衛
門
地

庄
下
川
口

江
崎

宇
井
嵜

臼
木
平

荒
堀

ヒ
ヱ
畑

ス
ク
ノ
ウ
井

高
畑

折
橋

芝
崎

下
タ
ウ
井

枩
崎

堂
ノ
谷

杵
谷
口

柿
屋
立
場
谷

鍛
冶
ヶ
う
井

ツ
ム
里
ヶ
ウ
井

漆
畑

柱
松

池
ノ
地

月
コ

小
檜
曽
原

佛
ノ
ウ
井

道
ノ
平

船
越

品
小
森

ト
ミ
キ

立
場
谷

大
川
坪

堂
ノ
久
保

池
田

シ
ュ
ウ
デ
ン

西
ノ
本

和
田
谷

尾
地
ウ
井

車
田

タ
ケ
瀬

岡
ノ
坂

皆
瀬
川

コ
リ
ボ

野
瀬

地
蔵
ノ
前

和
田
地

鍛
冶
ヶ
フ
チ

宮
ノ
本

岡
ノ
前

和
田
ノ
洞

大
郷

落
畑

秀
谷

竹
ノ
木

二
部
田

双
河
敷

宮
崎

竹
ノ
鼻

久
司
洞

釜
ヶ
谷

杵
谷

足
谷

保
地
ノ
平

永
田

岩
屋

河
原
田

岡
ノ
平

長
谷

西
畑

大
杉
谷
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二
、
戸
口

昔
時
当
村
各
部
落
の
戸
口
は
幾
許
あ
り
し
か
、
文
献
欠
如
し
て
今
之
を

詳
か
に
す
る
に
由
な
く
、
熊
野
巡
覧
記
、
熊
野
見
聞
記
、
熊
野
歩
行
記
、

及
び
紀
伊
続
風
土
記
等
の
旧
記
類
に
も
之
を
記
載
せ
ず
。
寛
永
十
九
年
書

上
「
新
宮
領
分
道
筋
」
に
は
佐
部
村
寺
小
家
共
五
十
二
軒
、
上
田
原
村
寺

小
家
共
七
十
軒
と
あ
り
、
又
文
政
元
年
の
郷
帳
に
佐
部
、
上
田
原
の
戸
口

を
記
載
せ
ら
る
あ
り
。

左
に
摘
記
せ
ん
に

佐
部

戸
数

二
十
軒

外
十
七
軒

内
小
家

計
三
十
七
軒

人
口

二
百
三
十
三
人

内

男
百
十
二
人

女
百
二
十
一
人

上
田
原戸

数

二
十
二
軒

外
十
四
軒

内
小
家

計
三
十
六
軒

人
口

二
百
五
十
六
人

内

男
百
四
十
人

女
百
十
六
人

明
治
七
年
一
月
一
日
調
査
表
に
依
れ
ば

佐
部

戸
数

四
十
六
戸

人
口

二
百
六
十
六
人

内

男
百
四
十
二
人

女
百
二
十
四
人

上
田
原戸

数

六
十
戸

人
口

二
百
七
十
六
人

内

男
百
四
十
七
人

女
百
二
十
九
人

（
以
上
は
下
里
村
役
場
保
管
旧
十
の
小
区
書
類
に
依
り
て
調
査
せ
る
も
の

な
る
を
以
て
下
田
原
は
記
載
な
き
も
の
と
す
）

明
治
二
十
二
年
町
村
制
施
行
の
際
の
調
査
表
に
依
れ
ば

下
田
原人

口

一
千
百
四
十
九
人

戸
数

三
百
六
戸

佐
部

人
口

三
百
二
十
一
人

戸
数

六
十
五
戸

上
田
原人

口

一
百
四
十
二
人

戸
数

六
十
九
戸

合
計

人
口

二
千
八
十
二
人

戸
数

四
百
四
十
戸

又
明
治
十
二
年
以
降
の
戸
口
表
左
の
如
し

明
治
十
二
年

明
治
十
三
年

明
治
十
四
年

一
月
一
日

一
月
一
日

一
月
一
日

男

六
六
八

六
七
八

六
七
六

下
田
原

女

六
六
七

六
七
八

六
七
八

計

一
三
三
五

一
三
五
八

一
三
五
六

男

一
六
○

一
六
一

一
六
二

佐
部

女

一
四
三

一
五
一

一
五
二

計

三
○
三

三
一
二

三
一
四

男

一
六
二

一
六
四

一
六
六

上
田
原

女

一
四
五

一
四
三

一
五
○

計

三
○
七

三
○
七

三
一
六

又
戸
数
は
左
の
如
し

明
治
十
三
年

下
田
原

二
七
三
戸

佐
部

六
四
戸

上
田
原

六
七
戸

明
治
十
四
年

仝

二
七
八

仝

六
二

仝

六
六
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尚
最
近
の
戸
口
統
計
表
を
左
に
掲
ぐ

大
正
四
年

同
五
年

同
六
年

同
七
年

現
住
戸
数

四
四
二

四
四
四

四
三
三

四
二
五

男

九
八
○

九
八
五

九
六
六

九
○
二

現
住
人
口

女

一
一
三
二

一
一
三
五

一
一
三
一

一
○
八
三

計

二
一
一
二

二
一
二
○

二
○
九
七

一
九
八
五

平
均
一
戸

現
住
人
口

四
、
七
人

四
、
七
人

四
、
八
人

四
、
七
人

大
字
別
戸
数

大
正
五
年

大
正
六
年

大
正
七
年

下
田
原

三
○
八

二
九
七

二
九
三

上
田
原

七
○

七
一

六
八

佐
部

六
六

六
五

六
四

計

四
四
四

四
三
三

四
二
五

大
字
別
人
口
調

大
正
五
年

大
正
六
年

大
正
七
年

男

五
九
九

五
七
○

五
九
六

下
田
原

女

七
三
六

七
四
六

七
○
七

計

一
三
三
五

一
三
一
六

一
三
○
三

男

一
八
四

二
○
○

一
四
九

上
田
原

女

一
八
六

一
八
二

一
七
九

計

三
七
○

三
八
二

三
二
八

男

二
○
二

一
九
九

一
五
七

佐
部

女

二
一
三

二
○
七

一
九
七

計

四
一
五

四
○
六

三
五
四

人
口
の
出
入
り
は
、
大
正
六
年
調
査
に
於
い
て
、
他
市
町
村
へ
出
寄
留
者

男
八
十
三
人
、
女
五
十
二
人
、
合
計
百
三
十
四
人
に
し
て
、
他
市
町
村
よ
り

入
寄
留
者
男
六
十
二
人
、
女
七
十
二
人
、
合
計
百
三
十
四
人
に
し
て
其
出
入

り
殆
ど
相
平
均
せ
る
も
在
外
者
数
に
於
い
て
、
在
朝
鮮
者
男
二
十
一
人
、
女

十
四
人
、
在
外
国
者
男
二
百
十
四
人
、
女
七
十
九
人
、
総
計
男
女
三
百
二
十

八
人
を
算
す
る
が
故
に
、
他
出
者
総
計
四
百
六
十
三
人
に
及
び
入
村
者
総
計

に
比
し
三
百
二
十
九
人
の
在
村
減
少
を
見
る
の
現
象
成
と
す
。
尚
最
近
の
出

入
統
計
表
を
左
に
挙
ぐ
。

大
正
四
年

大
正
五
年

大
正
六
年

大
正
七
年

男

六
九

八
三

八
三

七
○

出
寄
留
者

女

四
三

五
八

五
二

四
五

計

一
一
二

一
四
一

一
三
五

一
一
五

男

二
二

二
六

二
一

三
四

在
朝
鮮

女

一
五

一
六

一
四

三
三

計

三
七

四
二

三
五

六
七

男

二
○
七

二
○
七

二
一
四

二
九
一

在
外
国

女

七
三

八
二

七
九

一
二
五

計

二
八
○

二
八
九

二
九
三

四
一
六

男

二
九
八

三
一
六

三
一
八

三
九
五

総
計

女

一
三
一

一
五
六

一
四
五

二
○
三

計

四
二
九

四
七
二

四
六
三

五
九
八

男

六
二

六
五

六
二

七
九

入
寄
留
者

女

五
五

六
六

七
二

八
○

計

一
一
七

一
三
一

一
三
四

一
五
九

三
、
海
外
渡
航
者

本
村
は
本
郡
に
於
け
る
海
外
渡
航
者
の
殆
ど
魁
首
を
為
せ
る
も
の
な
り
。

明
治
二
十
四
年
已
に
二
名
の
渡
航
者
あ
り
、
翌
二
十
五
年
に
は
三
十
九
人
と

な
り
、
二
十
六
年
に
は
一
躍
し
て
八
十
一
人
に
達
し
、
三
十
年
に
は
百
三
人

と
な
り
、
現
今
に
て
は
三
百
十
一
人
を
算
せ
り
。
而
し
て
其
の
渡
航
先
は
主

と
し
て
北
米
合
衆
国
に
し
て
其
の
他
は
至
り
て
僅
少
な
り
。
大
正
六
年
の
調

査
に
て
は北

米
合
衆
国

二
百
七
十
三
人

比
律
賓

二
人

黒
其
哥

一
人

濠
州

十
一

に
し
て
総
数
の
九
割
五
分
以
上
は
北
米
合
衆
国
な
り
。
女
子
の
渡
航
者
は
最

初
皆
無
な
り
し
が
渡
航
手
続
き
困
難
と
な
り
新
規
渡
航
者
の
数
減
少
す
る
に
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従
い
在
来
渡
航
者
が
家
族
を
呼
び
寄
す
る
者
増
加
し
来
た
り
十
余
年
前
よ
り

女
子
の
渡
航
者
漸
次
其
の
数
を
増
し
大
正
七
年
調
査
に
依
れ
ば
八
十
五
名
の

多
き
に
達
し
総
数
の
約
三
割
を
占
む
る
に
至
れ
り
。

渡
航
者
年
別
表

明
治
二
十
四
年

二
人

同

四
十
四
年

二
六
一
人

同

二
十
五
年

三
九
人

大
正

元
年

二
五
三
人

同

二
十
六
年

八
一
人

同

二
年

二
五
八
人

同

二
十
七
年

一
二
○
人

同

三
年

二
七
九
人

同

二
十
八
年

一
一
○
人

同

四
年

二
八
○
人

同

二
十
九
年

一
一
○
人

同

五
年

二
八
九
人

同

三
十
年

一
○
三
人

同

六
年

二
九
三
人

同

三
十
一
年

一
○
九
人

同

七
年

三
一
一
人

同

三
十
二
年

一
六
八
人

同

三
十
三
年

二
二
七
人

大
正
七
年
四
月
一
日

同

三
十
四
年

二
一
六
人

現
在
渡
航
者
内
訳

同

三
十
五
年

二
○
九
人

同

三
十
六
年

二
一
○
人

戸
主
一
○
九
人

男
一
○
九
人

同

三
十
七
年

二
一
二
人

女

ナ
シ

同

三
十
八
年

二
○
八
人

同

三
十
九
年

二
○
九
人

同

四
十
年

二
一
三
人

家
族
二
○
二
人

男
一
○
七
人

同

四
十
一
年

二
三
二
人

女

八
五
人

同

四
十
二
年

二
八
四
人

同

四
十
三
年

二
七
九
人

第
四
章

官
公
署

一
、
田
原
村
役
場

本
村
役
場
は
大
字
下
田
原
城
道
吹
上
三
十
七
番
地
の
旧
戸
長
役
場
を
仮
用

し
た
り
し
が
狭
隘
な
る
を
以
て
新
築
の
議
起
こ
り
大
正
元
年(

明
治
四
十
五

年)

六
月
十
八
日
、
字
和
田
前
二
二
八
番
地
即
ち
現
在
の
地
に
移
転
し
以
て

現
今
に
至
れ
り
。

二
、
田
原
郵
便
局

元
は
本
村
大
字
下
田
原
四
百
二
十
七
番
地
に
あ
り
明
治
三
十
六
年
十
二
月

下
田
原
郵
便
受
取
所
と
称
せ
し
が
仝
三
十
八
年
四
月
下
田
原
郵
便
局
と
改
称

せ
り
。
仝
四
十
二
年
十
月
現
今
の
四
百
四
十
五
番
地
に
移
転
し
、
仝
四
十
三

年
三
月
田
原
郵
便
局
と
改
称
し
以
て
現
今
に
至
れ
り
。
電
信
は
明
治
四
十
三

年
三
月
三
十
一
日
開
始
し
又
電
話
は
同
年
十
月
十
一
日
開
始
せ
り
。

三
、
巡
査
駐
在
所

明
治
十
七
年
下
田
原
村
に
巡
査
派
出
所
を
設
け
、
下
田
原
、
佐
部
、
上
田

原
の
三
ヶ
村
を
管
轄
せ
し
が
同
二
十
二
年
巡
査
駐
在
所
と
改
称
し
最
初
は
下

田
原
字
城
道
吹
上
三
七
番
地
役
場
隣
に
あ
り
し
が
四
十
三
年
七
月
拾
番
地
芝

水
穂
住
宅
を
仮
用
し
四
十
四
年
二
月
、
更
に
四
百
参
拾
弐
番
地
井
本
徳
蔵
住

宅
を
使
用
し
た
り
し
が
四
十
五
年
四
月
新
築
の
議
起
り
字
坊
六
百
三
十
六
番

地
の
田
地
を
埋
立
て
、
大
正
二
年
十
二
月
新
築
に
着
手
仝
三
年
二
月
落
成
し

同
年
二
月
二
十
六
日
を
以
て
移
転
せ
り
。

第
五
章

財
政

一
、
藩
政
時
代
の
貢
租

紀
州
一
国
の
検
地
は
天
正
文
禄
の
間
、
諸
国
と
共
に
行
わ
れ
た
れ
ど
も

其
の
高
詳
な
ら
ず
。
慶
長
六
年
浅
野
氏
受
封
の
時
、
奉
行
石
黒
半
兵
衛
を

持
て
改
め
替
あ
り
て
従
来
二
十
万
石(

高
野
寺
領
を
除
く)

の
地
を
三
十
七

万
五
千
石
に
取
り
立
て
た
り
。
之
を
古
検
と
い
う
。
元
禄
以
前
の
租
法
は

之
を
標
準
と
す
。
徳
川
頼
宣
は
之
に
勢
州
十
八
万
石
を
加
え
て
五
十
五
万

五
千
石
を
受
封
せ
り
。
後
元
禄
十
年
十
一
年
に
渉
り
て
更
に
検
地
あ
り
て

古
検
地
高
を
補
正
し
新
田
を
検
出
す
る
こ
と
多
か
り
き
、
之
を
新
検
と
い

う
。
以
後
の
租
法
は
之
に
準
ず
。
爾
来
畑
返
り
を
禁
止
し
新
田
の
開
墾
を

奨
励
し
た
る
が
故
に
石
高
は
漸
次
に
増
加
し
天
保
の
頃
の
歳
入
出
決
算
書

に
は
六
十
二
万
四
百
三
十
四
石
を
計
上
し
慶
応
二
年
の
目
盛
に
は
六
十
二

万
九
百
十
四
石
と
記
せ
り
。
か
く
の
如
く
度
々
の
検
地
に
て
新
田
の
検
出

も
周
く
行
わ
れ
隠
田
等
の
如
き
百
姓
の
余
得
と
す
べ
き
地
は
殆
ど
存
在
せ

ず
僅
に
検
地
の
際
種
々
の
方
策
を
繞
ら
し
て
聊
か
に
て
も
其
の
負
担
を
軽

減
せ
ん
と
す
る
の
手
段
を
講
じ
た
り
。
藩
政
時
代
に
に
於
け
る
納
租
の
方

法
は
先
ず
土
地
に
石
高
を
盛
り
付
け
之
に
免
を
乗
じ
て
納
租
の
高
を
定
む
。


